
現在お持ちの    の健康保険証の使用期限は、 

退職日の   月   日までとなります。 

資格喪失した後も、健康保険証を返却せずに医療機関で使用した場合は 

「無資格診療」となり、      へ全額返還することになります。 

－健康保険証についてのご案内－ 

ご注意ください！ 

資格喪失後（退職後）の健康保険の手続き 

退職日 

 退職により、 
 本人（被保険者）だけでなく、 
 家族（被扶養者）の方も 
 退職日の翌日に健康保険の 
 資格を失います。 
 健康保険証は使えません。 

使用可能 使用不可 

在職中 
（健康保険加入） 

退職後 
（資格喪失後） 

注 

 
 
次の勤務先
は・・・ 
 
決まって 
いない→①へ 

決まって 
いる→②へ 

 

右記Ａ・Ｂ・Ｃ 
いずれかの手続き

が必要です 

 勤務先で    
  健康保険加入 

お住まいの市区町村にて手続き
をしてください。 
詳細は役所窓口へお問合せください。 

   ご家族の 
    扶養に入る 

ご家族の勤務先、または 
加入されている健康保険組合へ
認定基準を確認し手続きを 
してください。 

  国民健康保険 
    に加入する 

Ａ 

   任意継続を 
する 

退職日までに 
2ヶ月以上の 

継続加入のある方 

Ｂ 

Ｃ 

退職日翌日から20日以内に 

｢東京都情報サービス産業健康保険組合 
（ＴＪＫ）｣ 

にて手続きをしてください。 

① 

② 

退職する 

 退職日から入社日まで1日でも期間が空く場合は、 
上記Ａ～Ｃのいずれかの手続きが必要です。 



 退職後に健康保険の任意継続をされる場合には、新しい保険証を発行します。 
   退職前に使用していた保険証を引き続き使用することは出来ません。 
    会社へ返却してください。 

 定年再雇用で、同日付の資格喪失届・資格取得届を行った場合も、新しい保険証を発行し
ます。資格を喪失した保険証は返却してください。 

ご注意ください！ 

資格の無い保険証を使用してしまったら、どうなりますか？ 

後日、健康保険組合へ医療費を返還することになります。 

例：医療費総額３０，０００円の場合（３割負担の方） 

有効ではない支払い 

２１，０００円支払 
（７割） 

ＴＪＫ 医療機関 本人 

健康保険の資格が無い 
保険証を提示 

９，０００円支払 
（３割） 

本人へ２１，０００円を返還請求します 

資格喪失前（退職前）の3ヶ月間に高額な医療費がかかったときの手続き 

※病院の請求が遅ければ遅れることがあります。 １２月受診 
受診の３ヵ月後に会社へ自動払い 

例）３月３１日退職の方の場合 ３月３１日退職 

１月・２月・３月受診 

３/１０払い 

自動払いできませんので、 
ＴＪＫへ申請してください 

病院で高額な医療費がかかったときの高額療養費 ・ 付加金は、請求手続きをしなくても「東京都情報サー 

ビス産業健康保険組合      」から会社へ自動的に支払われ、その後本人に支給していますが、 

退職した方は      へご自身で申請が必要です。退職前の３ヶ月間に高額な医療費がかかったときは、 

     のＨＰより下記の申請書を取得し、手続きしてください。 〔ＴＪＫホームページ  http://www.tjk.gr.jp〕 

【提出書類】  ●「本人 高額療養費・一部負担還元金 家族 高額療養費・家族療養費付加金 支給申請書」 

●医療機関の領収書（写し） 


